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稲わらの処理にお困りの方へ 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 

 
 

町では、稲わらの収集を希望する方に対し、収集機械（ロールベーラ

ー）使用により収集を行う事業者を紹介しております。 

米を作付けしている方で、稲刈り後の稲わらの処理にお困りの方は、

お気軽にお問い合わせください。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【担当・問合せ先】 
 

農業振興課 生産振興係　電話：22−2111（内線292・297）

 

事業内容

収集希望者の水田で、稲わらの収集を行い、ロール 

わらにします。 

※収集後のロールわらの利用方法は、事業実施者と

要相談となります。

 

留意事項

収集に係る費用は、委託者の負担となります。 
 

【事業費】 

標準経費：５，０００円/１０a 

補助金額：３，０００円/１０a 

（補助金額を超えた分は、収集委託者の自己負担） 
 

※経費はあくまで参考であり、ほ場条件により変動

します。

 


